
階上町災害ボランティアセンター運営スタッフ登録要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法人階上町社会福祉協議会（以下、「本会」という。） 

が災害発生時に階上町災害ボランティアセンターを設置した際、迅速かつ効果的

に救援活動を行えるように、センターの運営補助を担うボランティア（以下、「運

営スタッフ」という。）の登録、研修等についての必要な事項を定めることを目的

とする。 

 

（登録の対象となる者） 

第２条 登録の対象となる者は次の各号のすべてに該当するものとする。 

（１） 運営スタッフに必要な知識の習得を目的として本会が実施する研修を修了 

   した者又は、修了者と同等の知識を有すると本会会長が認めた者。 

（２） 運営スタッフとして活動が可能な者。 

 

（登録の方法） 

第３条 運営スタッフに登録しようとする者は、階上町災害ボランティアセンター 

運営スタッフ登録用紙（様式第１号。以下「登録用紙」という。）を本会会長に提

出するものとする。 

２ 本会会長は、前項の登録用紙の提出があった場合は、その適否を審査し、適当 

と認めたときは、別に定める運営スタッフ事前登録者台帳に登録するものとする。 

３ 前項の場合において、未成年者については、親権者等の同意を得た者に限り登

録の対象とする。 

 

（登録証の交付等） 

第４条 本会会長は、前条第２項の規定により登録をした者（以下「登録者」とい

う。）に階上町災害ボランティアセンター運営スタッフ登録証（様式第２号。以下

「登録証」という。）を交付するものとする。 

 

（研修等の機会提供） 

第５条 本会は、運営スタッフとしての活動に関する知識の向上に寄与するため、 

必要な情報及び研修等の機会の提供に努めるものとする。 

 

（登録者の個人情報） 

第６条 登録者に関する個人情報は、社会福祉法人階上町社会福祉協議会個人情報 

保護規程に基づき、適正に管理するものとする。 

 

 



（登録の変更） 

第７条 登録者は、登録内容に変更があったときは、第３条に規定する手続きをも

って、速やかに登録内容を変更する。 

 

（登録の抹消） 

第８条 本会会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を抹消する 

ことができる。 

（１） 登録者から階上町災害ボランティアセンター運営スタッフ登録辞退届（様 

式第３号）の提出があったとき。 

（２） 前号に掲げるもののほか、本会会長が登録者として不適格と認めたとき。 

２ 前項の規定により登録を抹消された者は、直ちに登録証を本会会長に変換しな

ければならない。 

  

（登録の期間） 

第９条 登録者の登録期間は、登録した日の属する年度の３月３１日までとする。 

ただし、登録者から特に申し入れがない限り、登録期間を登録の満了日の翌日か 

ら更に１年延長するものとし、その後も同様とする。 

 

（ボランティア活動保険） 

第 10 条 登録者は、全国社会福祉協議会が締結するボランティア活動保険に加入 

できるものとする。 

 

（補償） 

第 11 条 登録者が活動中に被った事故等による補償は、前条のボランティア活動 

保険の適用の範囲で行うものとする。 

 

（その他） 

第 12 条 災害発生時及び災害発生後の登録についても、この要綱に準じるものと 

する。 

 

 

  附 則 

 この要綱は、平成２６年１２月１０日から施行する。 

 

 

 

 

 



 

様式第１号 

階上町災害ボランティアセンター運営スタッフ登録用紙 

年   月   日 

次のとおり 新規登録 ・ 変更登録 をします。 

ふりがな 

氏  名 

 団体登録している場合 

 団体名 

生年月日 

昭和・平成 

  年  月  日 

（満   歳） 

保険加入 □加入済 □未加入 

性別 □男  

□女 

成年・未成年の別 

□成年 □未成年（親権者の承諾 済・未 

住  所 
〒     － 

 

電話 

携帯 

緊急連絡先 
住所 

電話        携帯 

健康チェック 

ふだんの血圧 

   ／ 

心臓病 

□有 □無 

治療中のけが 

□有 □無 

その他の病気 

□有（     ）□無 

血液型 □Ａ □Ｂ □ＡＢ □Ｏ ／ Ｒｈ □＋ﾌﾟﾗｽ □－ﾏｲﾅｽ 

※現在異常のない方も本人の責任において活動し、異常やトラブル等を感じたと

きは直ちに作業チームのリーダーに報告してください。 

取得している

資格・免許等 

□医師 □薬剤師 □看護師 □保健師 □助産師 □保育士 

□救命救急士 □社会福祉士 □介護福祉士 □ホームヘルパー 

□マッサージ師 □理美容師 □建築士（  級） □手話通訳士 

□調理師 □栄養士 □ｱﾏﾁｭｱ無線（無線機 □持参 □無 ｺｰﾙｻｲﾝ：  ） 

□運転免許（□普通 □大型 □自二） □その他（          ） 

特技等 

□災害ボランティアの経験 □イラスト □パソコン □介護 □料理 

□要約筆記 □点字 □通訳（    語） □子ども話し相手・遊び相手 

□電気工事関係 □建築土木関係 □自動車・自転車修理 □地理／土地勘 

□事務 □その他（            ） 

上記の情報については、災害時の連絡及び救援活動に必要な範囲内で階上町社会福祉協議会が他の関係機関に提供し、又

は連絡調整に利用することを了承するとともに、「階上町災害ボランティアセンター運営スタッフ登録要綱」を遵守します。 

 

 ※これより下は何も記入しないでください。 

登録番号    －    受付時間 午前   ／午後 受付担当  

備  考  

 


